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アメリカだ 中国だと 擦り合う 

しめたと独り 笑うコロナかな 
 
 

 
           令和２年６月１日 

青空浮世乃捨 
   
 

 「新型コロナウイルスを発生させたのは、中国だ」などと言うアメ

リカトランプ政権。「新型コロナウイルスを拡大させたのは、アメリ

カだ」などと言う中国習政権。それを見て、「しめた」と独りほくそ

笑む新型コロナウイルス。こんな絵が浮かんできます。 

 新型コロナウイルスは異人類です。この異人類と闘い、これを撲滅

させるためには、国の枠など取り払って、人類が一致団結して、新型

コロナウイルスという異人類と闘わなければならいないのです。 

 

 それにもかかわらず、世界の大国を自負するアメリカと中国とが、

この体
てい

たらくです。みっともないと言わざるを得ません。人間のぶざ

まな姿を見せられている気がします。 

 人類の指導者を、自認するトランプも習も「大統領でいたい」、「国

家主席でいたい」という自分の欲望のために全人類のことなど忘れ去
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っている姿は、人間というものが、いかに強欲で馬鹿な動物か改めて

知らされました。 

 

 このようなアメリカと中国の、新型コロナウイルスに関する罪の擦

り合いを見せられ、これでは新型コロナウイルスがほくそ笑んでいる

と思えてならないのです。 

 新型コロナウイルスは、この先アフリカや南米などで感染拡大しな

いとは言い切れません。第２波、第３波が来ないとも断言できません。

国の枠など取り払い、全人類が一致団結しなければならないのです。 

 

 トランプ大統領は、「中国寄りのＷＨＯを脱退する」などと叫んで

いますが、『コロナウイルスと９条⑩』の「天の声を語る」で紹介し

たように、「いまの難局を乗り切るには、ＷＨＯとは違って、強制力

を持つ、臨時の政府が欠かせない」と元英首相の提言は、いよいよ重

みがありますね。 

 国の枠など取り外して、世界連邦を早く創れ、と新型コロナウイル

スは語っているように思うのですが、その天の声が聞こえないのでし

ょうか。 

  

 安倍首相は、トランプさんの盟友を気取っているようですが、この

ような時こそ、「今は、国と国とが争っているときではない。人類と

異人類の闘いの最中だ。アメリカも中国もなく、異人類である新型コ

ロナウイルスに立ち向かいましょう。」と言ってやってほしいもので

す。 

 まあ、無理でしょうね。自分の頭のハエさえ追い払えそうもないよ

うですよね。 
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国境は 人が勝手に 決めたもの 
 

係わり知らぬ コロナウイルス 
 

         令和2年６月１日 

青空浮世乃捨 
 

 国をつくり、国境をつくったのは、人間です。新型コロナウイルス

には全く係わり知らないことです。新型コロナウイルスは、どの国の

人には感染するが、どの国の人には感染しない、などと言うことはな

いのです。 

人間の身体があれば、そこを住まいにして拡大していくのです。ど

この国の人かなどということは、新型コロナウイルスは眼中にないの

です。肌の色が白くとも黒くとも、黄色であっても全く関係がないの

です。新型コロナウイルスの近くに人間の身体があれば感染するので

す。 

 

新型コロナウイルスとの戦いは、国と国とが武力を使って人類対人

類とが闘う戦争とは全く異なる戦争です。人類と異人類との戦いです。

アメリカ人と新型コロナウイルスとの戦いでもなければ、中国人と新

型コロナウイルスの戦いでもないのです。 

一時、中国や韓国では感染が止まったごとく報道されたり、日本の

緊急事態宣言が解除されたりしていますが、アフリカや南米などはこ

れから感染拡大が懸念されます。そういうことになれば、再び中国や

韓国や日本も感染拡大するかも分かりません。一旦、終息したように
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見えたって、第 3波、第 4波が来ないとは限りません。新・新型コロ

ナウイルスが来ないとも限りません。 

 

人類対異人類との戦いにおいて、人間が勝手につくった国や国境の

枠を取り除いて、全人類が一致団結して戦わなければならないのです。 

新型コロナウイルスは、どこの国か、どこの国民か、などというこ

とは係わり知らぬことなのです。世界共通の新型コロナウイルス対策

本部が早急に必要です。 

 

 下の絵は、世界中の子供達が手を繋
つな

いでいる絵です。トランプアメ

リカ大統領も、習中国主席も、この子供達に笑われないような行動を

取ってほしいのです。自分の地位のために、この子供達の幸せを奪う

ことのないように立派な大人の行動を取ってほしいのです。 

 それにしても、権力を欲しがる人というものは厄介なものですね。

分かり切ったことを捩
ね

じ曲げる、権力の座にしがみついていたいよう

ですね。 
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     コロナウイルスと 9条 
 

「コロナウイルスと 9条」と題して、「三陸新報」（宮城県気仙沼市、

株式会社三陸新報社）に投稿しましたところ、令和 2（2020）年 4月

22日から同年 5月 31日まで 10回に亘って連載されました。 

それをお読みになった皆様から、「もっと広く世の中に知ってもら

った方がよい」というありがたいお言葉を頂戴しました。広く世の中

に知ってもらうかどうかはともかく、この事務所便り「的外
まとはずれ

」をお読

み戴いている皆様だけには、お読み戴きたいと思いました。 

 

そこで、みのる法律事務所の事務局が、三陸新報に掲載された文面

を、この事務所便りサイズに直し、本号に転載することにしました。 

三陸新報の記事をお読み下さった皆様は、書いた私に言うのですか

ら当たり前ですが、「その通りだ」とか、「全国紙にも掲載すべきだ」

等と言ってくれる方が大勢いました。大変ありがたいお言葉を頂戴し

ました。この事務所便りをお読み下さる皆様は、どのようなご感想を

お持ちになるか、興味があります。 

 

私の考え違いも少なからずあると思いますので、ご指摘・ご指導戴

ければ、幸甚です。どうぞ、ご感想をお寄せ下さるようお願い申し上

げます。 

 

私の連載が終わった後、新型コロナウイルス問題を巡って、トラン

プアメリカ大統領政権と、中国習国家主席政権との間に、罪のなすり

あいのようなやりとりが続いています。 

これでは、「国の枠を取り外して、人類を挙げて異人類である新型

コロナウイルス撲滅に邁進すべきである」という私の主張等、実現さ

れる見込みはないようです。トランプアメリカ大統領も、自分の選挙

を考え、習国家主席も自分の立場を考え、互いに責任のなすりあいを

しているだけのようです。本当に「嘆かわしい」の一言です。 
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三陸新報 ２０２０（令和２）年４月２２日（水）掲載 
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三陸新報 ２０２０（令和２）年４月２３日（木）掲載 
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三陸新報 ２０２０（令和２）年４月２４日（金）掲載 
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三陸新報 ２０２０（令和２）年５月１日（金）掲載 
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三陸新報 ２０２０（令和２）年５月８日（金）掲載 
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三陸新報 ２０２０（令和２）年５月９日（土）掲載 
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三陸新報 ２０２０（令和２）年５月１５日（金）掲載 
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三陸新報 ２０２０（令和２）年５月１６日（土）掲載 
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三陸新報 ２０２０（令和２）年５月２３日（土）掲載 
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三陸新報 ２０２０（令和２）年５月３１日（土）掲載 
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新型コロナウイルス対策のため、三密を回避しなければならないと言

われています。災いを転じて福とするため、同じ問題を、いっしょに考え

てみませんか。体は離れていても、いっしょに考えるという意味では、よ

り密な関係が構築できそうです。 

 

問題は、次の 3点です。 

① 武器購入資金に、税金を使っていいのでしょうか。 

② 新型コロナウイルス対策費に、税金を使っていいのでしょうか。 

③ 働かない人の生活費に、税金を使っていいのでしょうか。 

 

 皆さま、それぞれのお考えをお聞きしたいのです。 

 

 いま私は、税金に関する本を書いていますが、この 3点の問題を考え

るだけで、税金の問題はもとより、憲法が保障している基本的人権とは

何なのかが、分かってきそうな気がするのです。 

 資本主義国家と共産主義国家との異同も、それぞれの長所と短所も、

そして、福祉国家とはどういうものかも分かってきそうな気がするのです。 

 

 憲法 29条は「財産権は、これを侵してはならない」と規定する一方

で、30条では「国民は、納税の義務を負う」と規定しています。この関

係をどのように考えたらよいか、ということを考えてみたいところです。 

 憲法は、国民の財産権を保障しながら、国民の納税の義務を定めた

意味を改めて考えてみることも大事なことです。いい機会ですから、いっ

しょに考えてみましょう。 

 

私の考えは、近いうちに『大衆法律学 新・憲法の心』の『国民の

権利及び義務』シリーズの第 3 巻『納税の義務と税金の使いみち』に

おいて述べます。 

皆さまの考えと近いでしょうか。それとも遠いでしょうか。楽しみです。 

                                                              


